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総   会   次   第 

 

 

 

１ 第１号議案  令和元年度歳入歳出補正予算（第 1 号）（案）について 

 

２ 参   考  協議会名簿 

  

３ つくばスマートシティ協議会規約 

 

 





 

第１号議案 

 

令和元年度歳入歳出補正予算（第 1 号）（案） 

 

 

【 歳 入 】                               （単位：円） 

科 目 補正前の額 補正額 計 備   考 

事業費

収入 
10,000,000 14,200,000 24,200,000 

「スマートシティモデル事業」 

国委託額10,000,000［委託費10/10］ 

（地方負担なし） 

「新モビリティサービス推進事業」 

国補助額14,200,000［補助率1/2］ 

事業費

負担金 
- 23,992,000 23,992,000 

茨城県  1,420,000 

［地方負担額の1/10］ 

つくば市 1,420,000 

［地方負担額の1/10］ 

筑波大学21,152,000 

［地方負担額の8/10  

＋研究費・試験費等上乗分］ 

事務費

負担金 
- 100,000 100,000 茨城県  100,000 

計 10,000,000 38,292,000 48,292,000 
 

 

 

【 歳 出 】                                 （単位：円） 

科 目 補正前の額 補正額 計 備   考 

事業費 10,000,000 38,192,000 48,192,000 

「スマートシティモデル事業」 

計画策定経費，実証実験経費（主にエ

リア２及びエリア３） 

   10,000,000 

※費用内訳詳細は次頁のとおり 

 

「新モビリティサービス推進事業」 

実証実験経費（主にエリア１） 

38,192,000 

事務費 - 100,000 100,000 総会経費，運営経費等 

計 10,000,000 38,292,000 48,292,000  

 



 

「スマートシティモデル事業」の事業費分配について 
 

事業実施企業への分配予定額：常陽銀行       6,000,000 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ  3,000,000 

産業技術総合研究所  1,000,000 
 
 （１）実行計画策定支援 

スマートシティ実行計画策定の補助業務（つくば市全域における交通環境の現状と課題

の整理，データ利活用のための情報収集，モデル事業としての横展開に向けた情報収集，

人口推移や交通量など基礎データの整理，図表データの作成 等），各種委員会の議事

録や報告書の作成とりまとめ 等 

費目 単価(円) 人 日数 金額（円） 

実行計画策定支援費用         

①直接人件費計       4,900,000  

②一般管理費（①×10％）       490,000  

③旅費等交通費 1,000  1 64 64,000  

④小計       5,454,000  

⑤消費税（④×10％）       545,400  

⑥合計（④＋⑤）       5,999,400  
 
 （２）「コアエリア２：研究学園駅周辺地区」における実証実験（実証調査１） 

バイタルデータを活用した安全なパーソナルモビリティの実証実験 

費目 単価(円) 個   金額（円） 

安全なパーソナルモビリティの実証実験用

機体(材料費) 
        

 外装ユニット 900,000  1   900,000  

 駆動ユニット 900,000  1   900,000  

 制御ユニット 327,200  1   327,200  

 センサユニット 600,000  1   600,000  

①小計       2,727,200  

②消費税①×10％       272,720  

③合計       2,999,920  
 

（３）「エリア３：つくば市全域」における実証実験（実証調査２） 

     「歩行者信号情報システム」を活用した搭乗者向けアラーム機能，搭乗型小型モビリテ

ィの実証実験 

費目 単価(円) 人／個 日数 金額（円） 

自律走行車いすのセットアップ費         

 歩行者信号情報発信システムとのデータ

連携に係るシステム構築外注 
18,000  1 20 360,000  

 レンジセンサーの購入 459,000  1 1 459,000  

 取り付け部品（消耗品）の購入 90,000  1 1 90,000  

①小計       909,000  

②消費税①×10％       90,900  

③合計       999,900  



 

 

つくばスマートシティ協議会名簿 

 

企  業 研究機関 地方自治体 

鹿島建設株式会社 

関東鉄道株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 

株式会社常陽銀行 

日本電気株式会社 

株式会社日立製作所 

三菱電機株式会社 

 

国立大学法人筑波大学 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 

茨城県 

つくば市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

つくばスマートシティ協議会規約 

 

（令和元年６月２７日制定） 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会は，つくばスマートシティ協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は，各機関が協力・連携して，高齢者や障害者など，誰もが安全・安心に生活していくため

の基盤となる移動について，ＡＩやＩｏＴ等の最先端技術を活用した次世代モビリティを社会実装し，自

動車依存度が高い地方都市における課題解決モデルとして構築することを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条  協議会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) スマートシティの構築に関すること 

(2) その他協議会の目的を達成するために必要なこと 

 

（組織） 

第４条  協議会は，スマートシティの構築に関して，多角的に政策の方向性を検討するため，最高運営会議

を設置することができる。 

２ 協議会は，事業の円滑な推進を図るため，事業内容に応じて，委員会を設置することができる。 

３ 協議会は，必要に応じて，外部識者等を参加させることができる。 

 

 

第２章 会員 

 

 （会員） 

第５条 協議会の会員は，第２条の目的に賛同する企業，研究機関，地方公共団体，その他の団体とする。 

 

 （入会） 

第６条 協議会に入会しようとする者は，様式第１号の入会申込書により会長に申し込まなければならない。 

２ 入会は会長の承認をもって成立するものとする。 

 

 （退会） 

第７条 会員は，退会しようとするときは，その旨を様式第２号により会長に届けなければならない。 

２ 退会は会長の承認をもって成立するものとする。 

 

 

 



 

（除名） 

第８条 会員が，協議会の名誉を毀損し，又は協議会の設立の目的に反する行為をしたときは，総会におい

て会員の過半数の賛同を得られたときはこれを除名することができる。 

 

 

第３章 役員 

 

（役員） 

第９条  協議会には，次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 監 事  １名 

２ 役員は，総会において選出する。 

３ 役員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

 

（役員の職務） 

第１０条 会長は協議会を代表し，会務を総理する。 

２ 監事は，会務及び会計を監査する。 

 

 

第４章 会議 

 

（総会） 

第１１条 総会は会員によって構成し，原則として年１回開催する。ただし，必要に応じて臨時総会を開催

することができる。総会を開催する暇がないとき，もしくは軽微な事案の場合には，書面により総会を行

うこともできるものとする。 

２ 総会は会長が召集する。 

３ 総会は次の事項を審議し，決定する。 

(1) 事業計画及び収支予算 

(2) 事業報告及び収支決算 

(3) 規約の改正 

(4) その他，協議会の運営に関する重要事項 

 

 

第５章 会計 

 

（会計） 

第１２条 協議会が第２条の目的達成のために行う事業の経費は，負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金は，協議会において事業の内容等を考慮し，応分の負担金額を決定する。 

３ 協議会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

４ 協議会の予算は，毎会計年度開始前に作成し，総会の承認を得なければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず，総会の承認の前の収入支出については，予算成立の日まで前事業年度の予算

に準じ，収入支出することができる。 

６ 前項の収入支出は，新たに成立した予算に基づくものとみなす。 

 



 

 

第６章 その他 

 

（事務局） 

第１３条 協議会の事務を処理するため，茨城県産業戦略部技術振興局内に事務局を置く。 

２ 事務局は，原則として茨城県，筑波大学及びつくば市の職員をもって構成する。 

３ 事務局には，事務局長，副事務局長，次長，総括補佐及び書記をもって構成し，会長が委嘱する。 

４ 事務局長は，会長が任免する。 

 

（解散） 

第１４条 協議会は，事業の目的を達成したとき，総会の議決を経て解散する。 

 

（雑則） 

第１５条  この規約に定めるもののほか，必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

    付 則 

 

１ この規約は，令和元年６月２７日から施行する。 

 ２ 協議会の設立当初の監事の任期は，第９条第３項の規定にかかわらず，設立日から令和２年３月３１

日までとする。 

 ３ 協議会の設立当初の会計年度は，第１２条第３項の規定にかかわらず，設立日から令和２年３月３１

日までとする。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


